
メディアセブン 映像音響機器

映像音響機器について

付帯設備一覧

利用料金および利用方法■16mm映写機
　※16mm映写技師資格をお持ちの方のみ利用可能 

■ビデオプロジェクタ
ビデオデッキ内蔵型プロジェクタ

■書画カメラ
プロジェクタ

■OHP（オーバーヘッドプロジェクタ）
■スライド映写機
■ビデオプレイヤー
■DVDプレイヤー
■スクリーン
■暗幕
■16mm映写機用スピーカー

利用にあたって

利用する場所は川口市内にかぎります。
16mm映写機の利用には「16ミリ映写機操作技術講習会修了証」が必要
です。

メディアセブンでは、16ミリフィルムやビデオなどの映

像資料、プロジェクタや映写機などの機材の貸出を行っ

ています。

映像機器を利用するには、機器利用団体登録が必要です。資料や機器の

利用にあたっては料金は不要です。キャンセルが発生した場合も、キャ

ンセル料はいただきません。

川口市内に拠点を置く団体であれば登録できます。登録は無料、有効期

間は2年間です。

所定の登録申請書をご記入の上、サービスカウンターないしは郵送、

FAXにて申請してください。審査の上、会員証を発行します。


